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項
番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答） 

１ 資料1 

    
 
 
 第15回WG 
 の意見等報告 
 
 
 

 輸出入事項登録 の改善 ：項番2  
 ｢輸出申告（少額）における 
 ＨＳコードの入力可能可｣ 

（意見）（関係団体）（海上通関ＷＧ） 
今後データを輸出者からもらうケースが増えることが予想さ

れる。輸出者から頂くデータは、10桁目のＮＡＣＣＳ用コード
が入っている。更改時点では10桁目は入力はなくても、さらに
今後のことを勘案すると10桁目を入力可能とするブランクのス
ペースを設定しておくことはできないか？  

航空では少額の取り扱いが多いと聞いているが、このような
要望は出ていないのか？ 

輸出統計品目番号における10桁目のＮＡＣＣＳ用コード
は、入力された統計品目番号に誤りがないかを判別する
機能（チェックディジット）が設定されており、ブラン
クのスペースとして任意で入力可能とする仕様には出来
ません。 
しかしながら、仮にＩＶＡ業務等で１０桁の統計品目番
号が入力された場合、ＥＤＡでは先頭から９桁まで呼出
しを可能とすることを検討致します。 

 輸出入事項登録 の改善：項番３ 
「輸入申告事項登録 （ＩＤＡ）」 
 業務の改善（担保・保険・評価） 

（意見）（関係団体） 
担保についても要チェック項目であるので、有効期限の注意

喚起を行って頂くよう再度要請する。  
他の委員の御意見も踏まえ検討致します。 

２ 資料２  サブＷＧ検討結果： 
 損害保険業務のシステム化＜２＞ 

 
 (意見）（海上 通関ＷＧ） 

現在、ＢＰ時の包括保険がＩＢＰ時に期限切れになった場合、
手計算で算出した保険金額を入力し、かつ、各欄のＢＰＲ金額
欄に保険を含んだ申告価格を入力している。 

ＢＰ、ＩＳ、特例（輸入引取り）後に実施する輸入申告の際、
該当する包括保険の有効期間が切れた場合、次期ではどのよう
な措置をとるのか？また、このようなケースで手計算で保険金
額を入力した場合、そのデータは【包括保険使用実績データ】
に反映されるのか？ 

 ＢＰ及輸入（引取）申告（以下「ＢＰ等」という。）
後に実施するＩＢＰ及び特例申告において、包括保険が
有効期間内であるかのチェックは、ＢＰ等の申告日で
行っています。また、新規業務で登録した包括保険情報
であれば、適用期間終了後、一定期間（７年間想定）Ｄ
Ｂを保持する予定です。したがって、有効期間が切れた
場合においても、新規業務で登録した包括保険を使用し
た申告については、システムで計算が可能です。 
 ＩＳにつきましては、ＩＳＷを行った日でチェックを
行っているため、ＩＳＷ時に有効期間が切れている場合
は、システムで計算はされません。 
なお、システムに登録された包括保険情報を使用せず、
手計算で保険金額を入力する場合は、包括保険実績デー
タに反映されません。 

  
(意見）（航空 通関ＷＧ） 

 ① システム化されてからは、包括保険適用期限を登録すると
期限切れ間近になると「注意喚起メッセージ」が出力される
と言うことだが、切り替え前に登録された包括保険について
も同様に「注意喚起メッセージ」が出力されるのか？ 

 
 ② 使用期日の設定用パスワードの運用について、申請者が複数

の通関業者に伝えてしまった場合、変更が様々な通関業が行
える設定となってしまうその点の対策は何かあるのか？ 

 

① 現行ＮＡＣＣＳにおいて登録した包括保険についても、
ＩＤＡ業務実施時が適用終了年月日の２週間前を過ぎ
ている場合、注意喚起メッセージが出力されます。 

 
② 通関業者が、輸入者の了解無しにそのパスワードを使

用して適用期間の変更等を行ってしまうことは起こり
得ないと考えておりますが、その様な事態を 

 未然に防ぐ意味でも、定期的にパスワードの変更を行
うことをお勧めします。なお、パスワードの変更を行
う事が出来るのは損害保険会社のみです。 

(意見）（関係団体） 
  ① 現在、一般輸入と特例輸入で輸出入者コードを分けている

が、両コードで同一の包括保険を使用する可能性がある。こ
のため、ひとつの包括保険番号が両コードに適用できるよう
にしていただきたい。 

 
 ②今回、新設される「包括保険使用実績データ」について、出

力項目に輸入申告（ＩＤＡ／ＩＤＣ）時の荷主記事欄の情報
を追加していただきたい。 

 
① 包括保険番号に対し、輸出入者コードはキー項目と

なっているため、先頭８桁が異なる２つの輸出入者
コードに適用することはできません。ご意見のように、
輸出入者コードを使い分ける場合は、損害保険会社に
包括保険番号の追加払い出しを依頼してください。 

 
② 御意見を踏まえ検討致します。 

１．第16回WGにおける意見等報告（航空）－① 
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項
番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答） 

３ 資料６ マイナンバー（法人番号）に係る対応 

（意見）（関係団体）（海上 通関ＷＧ） 
現行、航空の一部の貨物のみ必須で入力している『識別符号』について、

次期では必須入力の項目としているが、これには反対で、任意としていただ
きたい。必須入力の項目とするならば、輸入者情報のみの符号としていただ
きたい。ここでいう輸入者情報のみの符号とは、「個人から法人」を例にす
ると輸入者の情報「法人」のみを識別符号入力対象として必須とし、輸出者
の情報「個人から」については識別符号の対象から外していただきたいと言
う事である。基本的には、必須とすることには、反対である。 

「識別符号」につきましては、皆様のご意見を踏まえ
検討したうえで、再度、WGに提示いたします。 

(意見）（航空 通関ＷＧ） 
① 17桁のＮＡＣＣＳ用輸出入者コードについては、ＮＡＣＣＳ／税関で

データ管理され、利用者に無償提供される必要があると考える。また、新
旧対照表についても同様と考える。 
 

② 『識別符号』の運用は、通関業者にとって過大な負担となる懸念があり、 
物流の迅速化に逆行している。現状の２種類が運用上の限界と思われる 
ため再考いただきたい。 

①法人番号の管理等（新旧対照表を含む）は、御意見
を踏まえ関係者と相談の上、検討致しますが、管理対
象数が膨大であり、その費用負担をどなたに求めるか
も検討の課題と考えております。 

 
 
②「識別符号」につきましては、皆様のご意見を踏ま

え検討したうえで、再度、WGに提示いたします。 

（意見）（関係団体）（海上 通関ＷＧ） 
①１ページ目の次期仕様で「法人番号が入力された場合は、これまでと同様

に会社名・住所等の自動補完を可能とするサービスの提供についても検討
する。」という項目については、国税局から法人コードの情報提供をして
頂き、是非ともを実現しほしい。 

  
② 法人番号に移行しても、ＮＡＣＣＳ上で法人番号が確認できる現行の 
 ＩＩＥ業務のような仕組みは必要という意見が多い。 
  
③ 現状は、ＪＡＳＴＰＲＯコード、税関発給コードを入力することで会社

名、住所等を自動補完する仕組みができている。これと同様に、新たに法
人番号の項目を輸出入申告書に追加した場合においても、法人番号から自
動補完するような仕組みにできないか？（そのためには、現状登録済みの
ＪＡＳＴＰＲＯコードと税関発給コードに、法人番号を紐づける必要と、
新たにＪＡＳＴＰＲＯコードと税関発給コードを登録する際の項目に法人
番号を追加する必要があると思われる。） 

①②③ 
 御意見を踏まえ、検討致します。 

（意見）（関係団体）（海上通関ＷＧ） 
① 法人番号の入力は必須であるが、個人番号においては、その番号が判明

している場合、入力をしても良いか？ 
 

② 個人と法人の線引きがはっきりわからない。 
   例えば、通関書類上の輸出者及び輸入者が個人名で記載されている場合、 
 純粋な個人なのか又は個人事業主かはっきりしないケースが考えられる。 
 この様な場合において、マイナンバー及び識別符号扱いはどのようになる

のでしょうか。 
   

③ 導入するマイナンバーにおいて、現在の輸出入者符号を使用した通関実
績等を引き継ぐようにして頂きたい。 

 
①法人番号については、その入力を必須としておりま

すが、個人番号が利用できる行政手続が「行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律」により規定されておりますので、現時点で
は税関による制度周知リーフレットに記載されている
ように、個人番号の記載は不要です。 

 
②法人番号が通知されている場合は、個人事業主で

あってもその入力を必須としております。 
 
③御意見を関税局及び税関へお伝え致します。 

１．第16回WGにおける意見等報告（航空）－② 
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項
番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答） 

３ 資料６ マイナンバー（法人番号）に係る対応 

（意見）（航空 通関ＷＧ） 
① 登録番号が17ケタとなることで簡単に覚えられる桁数ではなくなる為、

13ケタのみでの運用は考えられないのか？ 
 

② 現在ＮＡＣＣＳでは輸出入者名が自動補てんされるが、今後記載される英
名は法人番号と同じ表記となるのか？枝番を運用する上でどのように表示
を行う予定なのか？ 
 

③ 識別符号について、法人と通販会社と分かれているが、実際何を持って分
けるのか？海外法人についてはその判断が難しい為、分けることは困難で
ある。 

① 枝番の必要性については、他のご意見、ご要望を踏
まえ、検討致します。 

 
② 輸出入者名の表記につきましても、他のご意見、ご

要望を踏まえ、検討致します。 
 
 
③「識別符号」につきましては、皆様のご意見を踏ま

え検討したうえで、再度、WGに提示いたします。 
 

(意見）（関係団体） 
   一般申告、ＡＥＯ申告を区別する枝番管理（申請、承認）を税関にしてい
ただきたい。また、枝番の４桁は多いと考えているが如何。 

御意見を関税局及び税関へお伝え致します。 

４ 資料７  減免税制度適用輸出入申告における 
 残数量等管理業務 

（意見）（関係団体）（海上 通関ＷＧ） 
 ①平成29年の申告官署の自由化、許可官署の撤廃から、原本提出を減らす 

意味では大変有意義であると思うが、裏落とし数量登録業務は不要な業務
と考える。輸出入申告時に証明書番号等を入力し、数量等を申告するので、
申告情報から裏落としが出来るのではと考える。 

 
 ②その他、特定用途免税揮発油引取承認申請に関する書類についても、電子

処理が出来るようになることを期待する。 

 
①品目によって、関税割当品目における裏落とし数量

と通関数量が一致しない場合があるため、「関税割当
裏落数量仮登録（ＴＱＣ）」業務は必須となります。 

 例えば、乳製品の関税割当の場合、その製品中に含
まれる規定成分の係数を乗じたものを数量管理の対象
としており、輸入申告事項登録の欄部に入力する数量
と紐づけできません。 

 
②御意見を関税局及び税関へお伝え致します。 
 

 (意見）（関係団体）（海上 通関ＷＧ） 
裏落としがシステム化されることに関しては非常に良いと思うが、平成29

年度、通関関係書類の電子化に向けて取り組んでいるにもかかわらず、最初
と手仕舞いの時に、確認印を押すために原本提出が必要になっているので、
原本提出の必要がないシステムを再度検討してほしい。 

関税割当証明書情報をＮＡＣＣＳ登録時において原本
を税関に提示していただく目的は、ＮＡＣＣＳに登録
された情報が関税割当証明書原本の内容と一致してい
るか確認する為です。この部分もシステム化する為に
は、今後、主管官庁による関税割当証明書発給業務等
についてもシステム化が必要であり、各主管官庁の対
応によります。 

（意見）（関係団体）（海上通関ＷＧ） 
申告毎に関割原本の提示とＮＡＣＣＳにおいての裏落とし管理、この両方

で業務を行うのは、業務が二重となっていると思われる。 
 

関割原本の税関への提示が必要な時は、ＮＡＣＣＳに
て割当数量管理を開始する旨を登録する時と、終了す
る旨を申し出る時のみとなります。 
ＮＡＣＣＳにて割当数量の管理を行う場合は、申告毎
に関割原本を税関に提示する必要はございません。 

１．第16回WGにおける意見等報告（航空）－③ 
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項
番 議題 項目 意見・要望等 検討内容（回答） 

４ 資料７  減免税制度適用輸出入申告 
 における残数量等管理業務 

 
（意見）（航空 通関ＷＧ） 

① すでに経済産業省でＩＬなどの管理が行われているが、今回追加されるものと
業務が類似しており、二つのシステムはどのように今後運用していくつもりな
のか教えていただきたい。 

 
② 使用終了に伴い、管理終了手続きは郵送などでも対応するのか？すべて窓口対

応となるのか？ 
 
③ 下部に表示される申告番号等一覧は、他社が入力したものか自社で入力したも

のかなどは、どのように確認できるのか？ 
 
 
 
 
 
 

① ＮＡＣＣＳにおけるシステム化導入の初期段階として、
主管官庁による関税割当証明書発給後の、輸入申告に係
る裏落数量管理をターゲットとしております。 今後、
経済産業省で既にシステム化されているＩＬ、ＩＱ発給
業務と同様の発給業務システム化については、主管官庁
のご判断となります。 

 
② 御意見を関税局及び税関へお伝え致します。 
 
③「関税割当証明書内容照会（ＩＴＱ)」業務の下部にて 
 裏落とし履歴照会が可能ですが、表示される履歴には、

輸入者様と通関業者間の契約状況等の情報保護の観点か
ら、申告を行った通関業者の情報は表示しない仕様と
なっております。 

(意見）（関係団体） 
本提案が実施されることにより、申告における「関税割当証明書」の提出が不

要となることは大いなるメリットであり、是非とも本システムの構築をお願いし
たい。なお、より使いやすいシステムとすべく以下の事項の変更を要望する。 
① 関税割当申請のＮＡＣＣＳ取込み 

 現在、年度初めに各主務官庁を訪問し申請を行っていますが、これをＮＡＣ
ＣＳ上で主管庁に申請できるようにして頂きたい。 
 

② 関税割当本登録業務の主管庁の実施 
輸入者はＮＡＣＣＳへの仮登録実施後、原本を税関へ提出することになって

いるが、これを不要とし、ＮＡＣＣＳ上で主管庁にて本登録出来るようにして
いただきたい。 

 
③ 輸入者側での任意の税関への提出 

 ①及び②が実現しないのであれば、本登録を行う税関官署は輸入者側で任意
に選択出来るようにしていただきたい。 
 

④ 管理終了手続のＮＡＣＣＳ取込み 
 関税割当業務終了後の主管庁との手続きはＮＡＣＣＳで実施出来るようにし
ていただきたい。 

①②④ 
 御意見として承りました。しかしながら、今回の御提案

は、ＮＡＣＣＳにおけるシステム化導入の初期段階として、
輸入申告に係る裏落数量管理をターゲットとしております。
今後、主管官庁による関税割当証明書発給業務等について
システム化されるかは、主管官庁のご判断となります。 

 
 
 
③関税割当証明書の内容をＮＡＣＣＳに登録する ＴＱＡ

業務を実施後、登録内容の確認及び本登録を受ける税関
官署は、任意で選択可能です。 

 

５ ー 
 輸入事項登録における、消費税

減免税コードの入力による審査 
 部門の自動払出機能の追加 

（意見）（航空 通関ＷＧ） 
現在、税関官署によっては、減免税申告の審査部門が指定されている。現行の

ＮＡＣＣＳでは、定率法14条の再輸入免税等の事項登録時において関税等の免税
コードを入れた場合には、システムが認識して自動で指定された減免税審査部門
が払いだされている。しかしながら、元々、関税無税で消費税のみ課税品目にお
いて消費税減免税コードＺ11を入力した場合、システムで減免税審査部門が払い
だされない為、手入力で部門を上書きして申告する必要があり、再輸入免税案件
を多く扱っている当社においては、部門の入力ミスを度々、税関から指摘されて
いる。消費税減免税コードのみを入力した場合でも、各官署で指定された審査部
門が払い出す仕様にして欲しい。 

 
 
システムで対応が可能かも含めて、検討致します。 

１．第16回WGにおける意見等報告（航空）－④ 
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